
　2 月 13 日（火）～ 3 月 15 日（木）
■ 申告相談期間
　　　　　　 2 月 13 日（火）～ 3 月 15 日（木）
　　　　　　　　　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く
■ 受付時間　午前 9 時～午後 5 時
■ 会　　場　ゆめぽりすセンター 2 階大会議室
■ そ　の　他　申告に際して特別な事情のある方は、個別相談コーナー
  　　　　　 （上記会場）でお気軽にご相談ください。
＊上記期間以外に 2 月 7 日（水）～ 9 日（金）の間、年金受給者を対象とした    
　申告相談を行います。
＊各支所会場での申告相談日や会場までの送迎バス時刻表などの詳細は、本紙 1 月 5 日号をご覧ください。
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ご存知ですか？
要介護認定などを受けている方の

税の障害者控除について
　身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方で、
要介護認定などを受けており一定の条件に該当する
65 歳以上の方は、「障害者控除対象者認定書」で所
得税や市・県民税の障害者控除を受けることができ
ます。（ただし、本人またはその扶養者が、所得税
や市・県民税が非課税の場合は該当しません。）
　「障害者控除対象者認定書」の交付を受けるため
には申請が必要ですので、詳しくは本庁介護保険課
までお問い合わせください。

【問い合わせ】本庁介護保険課　☎ 26-3939

　市・県民税の申告が必要な方が申告しないと、借り
入れ、扶養、住宅、福祉、教育などの申請に必要な証
明書（所得証明・課税証明）が発行できません。
　また、各種制度での適用が受けられなくなることが
あります。申告は市民生活に欠かせないものですから、
申告が必要な方は必ず申告してください。

　所得税や市・県民税は、自分の所得の状況を最もよ
く知っている納税者が、自ら税法に従って申告する制
度をとっています。
　申告相談会場では、お待ちいただく時間を短縮する
ため、会場全体を記載コーナーとし、ご質問に対して
職員がその都度対応しますので、自書記載の推進にご
協力をお願いします。

【申告書の送付先および問い合わせ】
　▼所得税の確定申告　〒 518-0836　伊賀市緑ケ丘本町 1680 番地　上野税務署　☎ 21-0950
　▼市・県民税の申告　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116番地　伊賀市税務課市民税係　☎ 22-9613

  自書申告にご協力ください

  申告書をもとに証明書を発行しています

　平成 19年度から市・県民税が変わります。
　詳しくは本紙と同時配布のリーフレットをご覧く
ださい。

国税庁のホームページ（http:///www.nta.go.jp/）
の「確定申告書等作成コーナー」では、所得税や消費
税の確定申告書のほか収支計算書の作成もできます。

  パソコンで楽々、確定申告
「確定申告書等作成コーナー」
を利用すれば、わざわざ申告
会場に行かなくてもいいんだ。
　画面の指示に従い必要項目
を入力するだけなんだ。

「所得税の確定申告書」をクリック

申告書を選ぶ（給与還付申告書をクリック）

生年月日を入力し「入力終了」をクリック
（給与所得の作成画面へ）

源泉徴収票を基に「支払金額」「所得控除の額の合計
額」「源泉徴収税額」「年調定率控除額」などを入力

「医療費控除」をクリック
（医療費控除の作成画面へ）

「平成 18年中に支払った医療費の合計額」と「保
険金などで補填される金額」を入力し「入力終了」
をクリック（明細書を作成する場合は「明細書の
作成」をクリック）

「還付金確認」をクリック（還付金額が表示される）

「入力終了」をクリック

住所・氏名・口座情報等を入力

申告書を印刷

申告書に源泉徴収票と領収書等を
添付して税務署へ提出
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☆例えば、医療費の還付申告をする場合は・・・・
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